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空き家で将来困らないために、
今からできること、考えること

近年、全国的に空き家が増え続けており、戸田市も例外ではありません。一部の空き家は維持管理がされず、
放置されてしまうこともあり、防犯、景観、衛生などの観点から、周辺地域の生活環境に深刻な影響を及ぼ
しています。市では、空き家問題について各分野の専門家と相談できる体制を整えています。不安なことがあっ
たら、お早めにご相談ください。 問い合わせ　まちづくり推進課（内線 380）

チャートでチェッ
ク！

空き家を
放置することで
発生する

問題があります。

市では、専門家団体と連携し、空き家の状況に応じた相談を受け付けています。

家族の方へ

相談先
埼玉司法書士会

【任意後見制度】
財産の管理を専門家に
委任する制度です。

【遺言書】
誰にどのくらい財産を相続
するかを決めておきましょう。

【家族信託】
財産の管理や処分などを
家族に任せる制度です。

専門家に任せたい 家族に任せたい

まずは 子や孫に大きな負担をかけないために、
今後お住まいをどうするか考えましょう

相続した家をどうするかを
考えましょう

ごみの
不法投棄 害虫の発生

草木の未剪
せん

定
てい

家の劣化

不審者の侵入 放火による
火災

シルバー人材
センター

（植木剪定・除草
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管理する

空き家への
住み替え補助金

住宅金融支援機構
（住宅ローンなど）

購入する

まちづくり推進課の制度

空き家バンク

移住・住みかえ
支援機構

（マイホーム借上
制度）

県宅地建物取引業協会
（空き家の売買や賃貸、管理など）

売却する賃貸する

埼玉建築士会／市建設業協会
（空き家のリフォームや除却など）
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耐震診断・
改修補助金

住む
（改修する） 解体する
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まちづくり推進課の制度
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H 297 × W 210 mm
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